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　建物に附帯する工作物の調査範囲については、隣接地の所有区分を十分に確認して、現地にて監
督職員とも協議して決定する。

　この契約による業務を履行するための個人情報の取扱いについては、用地調査等業務共通仕様書
（高知県土木部発行）によるほか、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。また、別記「個
人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。再委託をする場合は、再委託先についても同様
とする。

　業務の履行に当たって作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況（以下「管理体
制等」という。）について、定期及び随時に、点検を実施し、監督職員に報告すること。

　管理体制等については検査を行うものとし、その検査に先立ち、受注者は２月に高知市個人情報
取扱委託業務に関する個人情報取扱状況報告書（様式第１号）又は個人情報の取扱状況等を報告す
る書面を監督職員に提出すること。

家屋等の工損調査（事前調査）委託業務　特記仕様書

調 査 の 内 容 建 物 調 査 木造建物　１棟 非木造建物　０棟

附帯工作物調査

　本業務は、高知市が発注する高知市東消防署三里出張所新築工事の施工に先立ち、工事に起因す
る地盤変動並びに工事振動等により、隣接する周辺の建物等に損傷等の影響が及ぶ可能性があるた
め、工損調査等（事前調査）を行うものである。

　工損調査を行う範囲及び権利関係（工作物含む）について、書類調査や関係者からの聞取りを行
うなどして十分に確認すること。

委 託 業 務 内 容 家 屋 事 前 調 査

委 託 業 務 名

委 託 業 務 場 所

　管理技術者と主任担当者は原則として同一者がなるものとし、事前に監督職員と協議すること。

　測量機械器具の検定証明書を提出すること。

　現地調査の前に、監督職員と打合せを行ったうえ、権利者と調査日程等の調整を行い、工損調査
に入ること。また、業務の実施にあたっては、その結果等を監督職員に逐次、報告すること。

高知市東消防署三里出張所新築工事に伴う家屋事前調査委託業務

木造建物　１棟 非木造建物　０棟

１件

　本業務は、高知市「地盤変動により生じた建物等の損傷に係る調査（工損調査等）仕様書」（以
下、「仕様書」という。）に基づき実施する。また、「工損調査等の留意事項」を参照すること。



別紙 １

・調査区域

調査区域

高知医療センター

N

高知県立大学



別紙 2

・調査位置図（調査建物№）

№１

N

高知医療センター



別紙 3

・調査対象物件

１ １ 木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 1 棟

備考
調査建物

№
構造区分物件№

非木造
区分

適　用 数量 単位



別紙 4

・ＫＢＭ位置

ＫＢＭ(基準点）



























 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




